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今日、お店に来たお客様から「インボイス」を下さいと言われたのですが、

インボイスってなんのことですか？税理士さん、ちょっと相談にのってもら

えますか？ 

 

インボイスとは、税務署に「インボイス登録」をした人が発行する領収書

や請求書などのことを言います。 

このインボイスは、消費税を申告する際の計算に使います。 

インボイスを発行するには、税務署に申請書を提出して登録する必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

インボイスの発行は、だれでも発行できるのですか？ 

発行するためにはどうすればよいですか？ 

 

「インボイスは税務署に申請して登録しないと発行できません。」 

インボイスを発行するには、税務署にインボイス発行事業者（正式名称「適

格請求書発行事業者」といいます）として登録をする必要があります。 

インボイス登録には、申請書を提出してから 1～1.5 か月程審査に時間が

かかります。登録後通知を受け取りインボイスが発行できるようになります。 

【インボイス制度とインボイス】 

① インボイスは、インボイス登録をした人が発行する領収書等のこと 

② インボイス登録には税務署に申請が必要 

 

― インボイス制度 ― 

１．インボイスってなんのこと？ 

２．インボイスを発行するにはどうすればよいの？ 

2 喫茶飲食店の経営ガイドブックⅦ



 
 

 

もくじ 

― インボイス制度 ― ................................................................................................ 3 

１．インボイスってなんのこと？ .................................................................................... 3 

２．インボイスを発行するにはどうすればよいの？ .......................................................... 3 

３．インボイス登録をしない場合、お客様の消費税がどれくらい増えるの？ ........................ 6 

４．消費税申告の計算の仕方はどうやってやるの？ ........................................................ 7 

５．簡単に消費税を計算する方法について、詳しく教えてください。 .................................. 9 

６．インボイス登録を迷っています。どのように判断すべきですか？ ................................. 11 

７．インボイスを発行する場合にはどのように作れば良いですか？ .................................. 12 

８．インボイスは手書きでも良いですか？ .................................................................... 13 

９．簡易インボイスってなに？ ..................................................................................... 14 

１０．インボイス発行の際の注意点は？ ........................................................................ 14 

１１．インボイスの登録をしない場合でも消費税はもらっても良いですか？ ....................... 16 

１２．インボイスでないと経費に落とせませんか？ ......................................................... 16 

１3．10,000 円未満（税込）はインボイスの発行はしなくて良いですか？ ........................ 16 

 

― 電子帳簿保存法 ― ............................................................................................ 17 

1．電子帳簿保存法って何？ ...................................................................................... 17 

2．電子取引とは何を言っているの？ ......................................................................... 17 

3．電子取引データは保存すれば良いの？ ................................................................... 18 

4．電子データは保存をするだけで良いの？ ................................................................ 19 

5．改ざん防止要件ってなんですか？ .......................................................................... 20 

6．検索機能の確保ってなんですか？ ......................................................................... 22 

7．もう少し簡単な方法はありませんか？ .................................................................... 22 

8．人手不足等で対応できない場合、最低限なにをすればよいの？ ................................ 23 

９．電子取引データの保存期間は？ ............................................................................ 24 

 

 

  

 
 

 

今日、お店に来たお客様から「インボイス」を下さいと言われたのですが、

インボイスってなんのことですか？税理士さん、ちょっと相談にのってもら

えますか？ 

 

インボイスとは、税務署に「インボイス登録」をした人が発行する領収書

や請求書などのことを言います。 

このインボイスは、消費税を申告する際の計算に使います。 

インボイスを発行するには、税務署に申請書を提出して登録する必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

インボイスの発行は、だれでも発行できるのですか？ 

発行するためにはどうすればよいですか？ 

 

「インボイスは税務署に申請して登録しないと発行できません。」 

インボイスを発行するには、税務署にインボイス発行事業者（正式名称「適

格請求書発行事業者」といいます）として登録をする必要があります。 

インボイス登録には、申請書を提出してから 1～1.5 か月程審査に時間が

かかります。登録後通知を受け取りインボイスが発行できるようになります。 

【インボイス制度とインボイス】 

① インボイスは、インボイス登録をした人が発行する領収書等のこと 

② インボイス登録には税務署に申請が必要 

 

― インボイス制度 ― 

１．インボイスってなんのこと？ 

２．インボイスを発行するにはどうすればよいの？ 

3喫茶飲食店のインボイス・電子帳簿保存法ガイドブック



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今まで消費税を申告・納付していなかった個人や法人（「免税事業者」と

いいます）が、インボイス登録をした場合には、消費税を国に申告・納付す

る必要がでてきます。つまり、免税事業者の場合がインボイス登録をすると

消費税の負担が増えます。また、インボイス登録はやめることもできますが、

登録した場合、2 年間は消費税を申告・納付する義務があることにも注意し

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① インボイス登録申請書を提出 

 

④インボイス番号を通知 

 

インボイスを発行 

 

お客様の消費税負担は増加しない 
 

消費税の申告・納付が必要！ 
 

②審査 

③登録 

 

インボイス登録の注意点！ 

【免税事業者がインボイス登録をした場合】 

⑤インボイスの発行 

 

【インボイスの登録から発行までの流れ】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイスを発行するには、消費税の申告と納付が必要なのですね。 

そうなると、 

① インボイス登録をして自分が消費税を支払うか 

② インボイス登録をせずお客様の消費税が増加するか 

のどちらかになるのですね。 

 

そうですね。インボイス登録をするかは大きな決断になります。その判断基

準はＰ11 で説明します。 

インボイス登録をする場合の申請書は、下記の国税庁のウェブサイトからダ

ウンロードできます。また、登録する場合には下記の国税庁ウェブサイト「ケ

ース別登録申請書（フローチャート）」からケースに応じて、記載例を確認してから提出す

るのがおすすめです。 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01

.htm 

国税庁ウェブサイト 適格請求書発行事業者の登録申請手続（国内事業者用） 

 

 

 

 

 

 

 

【インボイスの登録と消費税の負担】 

① インボイス登録した場合   ⇒ 消費税の申告・納付が必要 

② インボイス登録をしない場合 ⇒ お客様の消費税が増える 

③ インボイス登録は国税庁の「ケース別登録申請書（フローチャート）」がオススメ 

 

インボイスではない領収書 

お客様の消費税負担が増加！ 
 

消費税の申告・納付は必要ない 
 

【免税事業者がインボイス登録をしない場合】 
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【免税事業者がインボイス登録をしない場合】 
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インボイス登録をすると、消費税を支払うことになるなら登録を迷ってしまい

ます。インボイス登録をしない場合にはお客様の消費税がどれくらい増えます

か？ 

 

すべてのお客様の消費税が増えるわけではありません。 

「インボイスを発行しない場合は、一部のお客様の納付する消費税が増加す

る制度です」 

インボイスを発行しない場合に、消費税の負担が増える影響を受けるのは、

来店したお客様です。 

お客様がインボイスをもらえない場合には、支払った消費税分の控除（「仕入税額控除」

といいます）ができないために、お客様の消費税の負担が増える制度になっています。 

ただし、「インボイスを発行しない場合にお客様の消費税の負担が増加するのは、お客様

が事業者で消費税計算の方法が（本則課税）の場合だけです。」 

インボイスを発行しない場合でも、消費者（学生・主婦など）のお客様や事業者でも簡易

課税又は 2 割特例を使っているお客様、免税事業者のお客様の場合も、消費税の負担は増

加しません。 

本則課税、簡易課税、２割特例とは消費税の計算方法のことをいいます。（P7～P8） 

お客様 インボイスを発行しない場合の消費税負担 

消費者（学生・主婦） 影響なし 

事業者（本則課税） 消費税の負担が増加（※1） 

事業者（簡易課税） 影響なし 

事業者（2 割特例） 影響なし 

免税事業者 影響なし 

（※1）少額特例の例外もあります。Ｐ16 参照 

また、インボイス制度には「経過措置」という時間的な猶予があり、領収

書等がインボイスでない場合でも、時期に応じ一部仕入税額控除ができま

す。この経過措置により、令和 8 年 9 月 30 日までは消費税の 80％、令

和 8 年 10 月 1 日～令和 11 年 9 月 30 日までは消費税の 50％について

仕入税額控除ができることとなっています。令和１１年１０月１日以降は、

インボイスではない領収書の場合、仕入税額控除がゼロになります。そのため、令和 11 年

10 月以降はインボイスの有無による影響が大きくなります。 

 

 

３．インボイス登録をしない場合、お客様の消費税がどれくらい増えるの？ 

 
 

【インボイスを発行しない場合のお客様の消費税増加額】 

（例）売上代金 1,100 円（うち消費税 100 円）の場合 

期間 
仕入税額控除の割合 

（免税事業者の領収書等） 

お客様の 

増加する消費税 
売上減少リスク 

令和５年１０月～ 

令和８年９月 
８０％ ２0 円 少ない 

令和８年１０月～ 

令和１１年９月 
５０％ ５0 円 中程度 

令和１１年 

１０月以降 
０％ １０0 円 高い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイスの制度は分かりましたが、 

いままで消費税の申告をしたことがなく、消費税の計算は難しそうですね。

先ほど出てきた本則課税、簡易課税、2 割特例という消費税の計算方法につ

いてどのようなものか教えてもらえますか？ 

 

「消費税の計算方法は 3 つあります。」 

① 本則課税 

② 簡易課税 

③ ２割特例 

 

この３つの計算方法のうち、原則的な計算方法は「本則課税」で、特例として「簡易課税」

と「２割特例」があります。 

 

【インボイスを発行しない場合による負担増加】 

〇お客様が本則課税をしている場合のみ消費税の負担が増える 

〇経過措置があるので令和 8 年 9 月までは影響が少ない 

〇経過措置が無くなる令和１１年 10 月以降は影響が大きい 

 

４．消費税申告の計算の仕方はどうやってやるの？ 
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和 8 年 10 月 1 日～令和 11 年 9 月 30 日までは消費税の 50％について

仕入税額控除ができることとなっています。令和１１年１０月１日以降は、

インボイスではない領収書の場合、仕入税額控除がゼロになります。そのため、令和 11 年

10 月以降はインボイスの有無による影響が大きくなります。 

 

 

３．インボイス登録をしない場合、お客様の消費税がどれくらい増えるの？ 

 
 

【インボイスを発行しない場合のお客様の消費税増加額】 

（例）売上代金 1,100 円（うち消費税 100 円）の場合 

期間 
仕入税額控除の割合 

（免税事業者の領収書等） 

お客様の 

増加する消費税 
売上減少リスク 

令和５年１０月～ 

令和８年９月 
８０％ ２0 円 少ない 

令和８年１０月～ 

令和１１年９月 
５０％ ５0 円 中程度 

令和１１年 

１０月以降 
０％ １０0 円 高い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイスの制度は分かりましたが、 

いままで消費税の申告をしたことがなく、消費税の計算は難しそうですね。

先ほど出てきた本則課税、簡易課税、2 割特例という消費税の計算方法につ

いてどのようなものか教えてもらえますか？ 

 

「消費税の計算方法は 3 つあります。」 

① 本則課税 

② 簡易課税 

③ ２割特例 

 

この３つの計算方法のうち、原則的な計算方法は「本則課税」で、特例として「簡易課税」

と「２割特例」があります。 

 

【インボイスを発行しない場合による負担増加】 

〇お客様が本則課税をしている場合のみ消費税の負担が増える 

〇経過措置があるので令和 8 年 9 月までは影響が少ない 

〇経過措置が無くなる令和１１年 10 月以降は影響が大きい 

 

４．消費税申告の計算の仕方はどうやってやるの？ 
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① 本則課税 

【計算方法】 

「売上にかかる消費税」から「仕入にかかる消費税のうちインボイスのあるもの」（仕

入税額控除）を差し引いて消費税を計算する方法です。 

 

【対象】 

前々年（法人の場合には前々事業年度）の課税売上（消費税が課税される売上）が 

５０００万円を超える場合にはこの計算方法になります。また、前々年等の課税売上が

５０００万円以下の場合であってもこの計算方法を使うのが原則的な取り扱いです。 

 

【特徴】 

計算の難易度は高く非常に複雑な計算方法です。また、売上にかかる消費税よりも 

仕入等にかかる消費税が多い場合には消費税を還付する事ができます。仕入や経費等に

ついて、インボイスかどうかによって納付する消費税の金額も変わってきます。 

 

② 簡易課税 

【計算方法】 

「売上にかかる消費税」から「売上にかかる消費税に業種ごとの一定の割合をかけた

金額」を控除して納付する消費税を計算する方法です。 

 

【対象】 

簡易課税制度は、前々年（前々事業年度）の課税売上が５０００万円以下の場合に、

届出により選択ができる制度で事前に届出書の提出が必要です。また、簡易課税は 2 年

連続で行う必要があります。 

 

【特徴】 

簡易課税は、本則課税に比べ、簡単に申告・納付する消費税を計算する事ができます。 

また、仕入等にかかるインボイスの有無によって納付する税額は変わりません。ただ

し、仕入等が多い場合でも納付する消費税は減らず、還付を受けることもできません。 

③ 2 割特例 

【計算方法】 

「売上にかかる消費税」から「売上にかかる消費税の８０％をかけた金額」を控除し

て納付する消費税を計算する方法です。 

計算が簡単で税額も少ないが、期限あり 

計算は難しいが還付になることもある 

 

計算が簡単 ただし、税負担が大きくなるケースも 

 
 

【対象】 

前々年（前々事業年度）の課税売上が１０００万円以下の場合に選択ができる制度で、

事前に届出書の提出は不要です。また、適用できる期間は令和 8 年 9 月 30 日を含む

年（事業年度）までしか適用できません。（個人の場合には令和 8 年分まで） 

 

【特徴】 

この計算方法は、簡易課税よりもさらに簡単に消費税を計算する事ができます。簡易

課税と同じく仕入等の金額やインボイスの有無によって納付する税額は変わりません。 

また、簡易課税と同じく仕入等が多い場合であっても消費税の還付を受けることはでき

ません。 

【本則課税・簡易課税・2 割特例の比較】 

 本則課税 

（原則） 

簡易課税 

（特例） 

2 割特例 

（特例） 

売上高の制限 制限なし 
前々年の売上が

5000 万円以下 

前々年の売上が

1000 万円以下 

消費税の還付 できる できない できない 

計算の難易度 難しい 簡単 非常に簡単 

仕入等にかかるイ

ンボイスの収集 
必要 いらない いらない 

インボイスの発行 できる できる できる 

事前の届出 不要 必要 不要 

適用期間 期限なし 期限なし 令和５年～令和８年 

 

消費税の計算方法のうち、簡易課税と２割特例は計算が簡単なのですね。 

これなら自分でも計算ができそうです。 

この二つの制度について、詳しく教えてもらえますか？ 

 

「簡易課税と２割特例は比較的簡単に申告ができる制度です」 

本則課税で消費税計算をするのは難しいですが、簡易課税と 2 割特例は

計算が簡単な制度です。もう少し詳しく見ていきます。 

 

 

５．簡単に消費税を計算する方法について、詳しく教えてください。 
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① 本則課税 

【計算方法】 

「売上にかかる消費税」から「仕入にかかる消費税のうちインボイスのあるもの」（仕

入税額控除）を差し引いて消費税を計算する方法です。 

 

【対象】 

前々年（法人の場合には前々事業年度）の課税売上（消費税が課税される売上）が 

５０００万円を超える場合にはこの計算方法になります。また、前々年等の課税売上が

５０００万円以下の場合であってもこの計算方法を使うのが原則的な取り扱いです。 

 

【特徴】 

計算の難易度は高く非常に複雑な計算方法です。また、売上にかかる消費税よりも 

仕入等にかかる消費税が多い場合には消費税を還付する事ができます。仕入や経費等に

ついて、インボイスかどうかによって納付する消費税の金額も変わってきます。 

 

② 簡易課税 

【計算方法】 

「売上にかかる消費税」から「売上にかかる消費税に業種ごとの一定の割合をかけた

金額」を控除して納付する消費税を計算する方法です。 

 

【対象】 

簡易課税制度は、前々年（前々事業年度）の課税売上が５０００万円以下の場合に、

届出により選択ができる制度で事前に届出書の提出が必要です。また、簡易課税は 2 年

連続で行う必要があります。 

 

【特徴】 

簡易課税は、本則課税に比べ、簡単に申告・納付する消費税を計算する事ができます。 

また、仕入等にかかるインボイスの有無によって納付する税額は変わりません。ただ

し、仕入等が多い場合でも納付する消費税は減らず、還付を受けることもできません。 

③ 2 割特例 

【計算方法】 

「売上にかかる消費税」から「売上にかかる消費税の８０％をかけた金額」を控除し

て納付する消費税を計算する方法です。 

計算が簡単で税額も少ないが、期限あり 

計算は難しいが還付になることもある 

 

計算が簡単 ただし、税負担が大きくなるケースも 

 
 

【対象】 

前々年（前々事業年度）の課税売上が１０００万円以下の場合に選択ができる制度で、

事前に届出書の提出は不要です。また、適用できる期間は令和 8 年 9 月 30 日を含む

年（事業年度）までしか適用できません。（個人の場合には令和 8 年分まで） 

 

【特徴】 

この計算方法は、簡易課税よりもさらに簡単に消費税を計算する事ができます。簡易

課税と同じく仕入等の金額やインボイスの有無によって納付する税額は変わりません。 

また、簡易課税と同じく仕入等が多い場合であっても消費税の還付を受けることはでき

ません。 

【本則課税・簡易課税・2 割特例の比較】 

 本則課税 

（原則） 

簡易課税 

（特例） 

2 割特例 

（特例） 

売上高の制限 制限なし 
前々年の売上が

5000 万円以下 

前々年の売上が

1000 万円以下 

消費税の還付 できる できない できない 

計算の難易度 難しい 簡単 非常に簡単 

仕入等にかかるイ

ンボイスの収集 
必要 いらない いらない 

インボイスの発行 できる できる できる 

事前の届出 不要 必要 不要 

適用期間 期限なし 期限なし 令和５年～令和８年 

 

消費税の計算方法のうち、簡易課税と２割特例は計算が簡単なのですね。 

これなら自分でも計算ができそうです。 

この二つの制度について、詳しく教えてもらえますか？ 

 

「簡易課税と２割特例は比較的簡単に申告ができる制度です」 

本則課税で消費税計算をするのは難しいですが、簡易課税と 2 割特例は

計算が簡単な制度です。もう少し詳しく見ていきます。 

 

 

５．簡単に消費税を計算する方法について、詳しく教えてください。 
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【簡易課税】 

売上などの収入を第１種～第６種という、税法上の区分に分けて、消費税計算をします。 

第１種から第６種までそれぞれ「みなし仕入率」（概算の控除割合です。）というものが設定

されています。 

喫茶店の場合は、テイクアウトは第３種（みなし仕入率７０％）、店内飲食は第４種（み

なし仕入率６０％）に該当します。この率を使って消費税計算を行います。 

売上を店内飲食とテイクアウトに分け、およそ６０～70％を控除し残りの 3０％～40％

にかかる消費税を納税することになります。 

【２割特例】 

２割特例の場合には、一律８０％が控除される制度です。 

簡易課税のように売上について、店内飲食とテイクアウトなどを分ける必要はありませ

ん。テイクアウト、店内飲食のどれであっても一律８０％の控除となります。 

2 割特例の場合には受け取った消費税の２０％を申告・納付するイメージです。 

【簡易課税と２割特例の比較】 

喫茶店は、簡易課税の場合には約６０％の控除、２割特例では８０％の控除となります。

どちらも使える場合には２割特例の方が支払う消費税が少なくなります。 

ただし、前々年の売上が 1000 万円を超える場合には 2 割特例は適用できません。 

 簡易課税 2 割特例 

届出書の提出 必要 不要 

前々年・前々事業年度の売上 ５０００万円以下 1000 万円以下 

第１種（卸売業） ９０％ ８０％ 

第２種（小売業） ８０％ ８０％ 

第３種（飲食業のうちテイクアウトなど） ７０％ ８０％ 

第４種（飲食業のうち店内飲食など） ６０％ ８０％ 

第５種（サービス業など） ５０％ ８０％ 

第６種（不動産業） ４０％ ８０％ 

 

（例）1 年間の売上金額 880 万円（税込）の場合で仕入等が 660 万円（税込）の場合 

（全て消費税率 10％と仮定） 

 本則課税 簡易課税 2 割特例 

売上にかかる消費税 80 万円 80 万円 80 万円 

仕入にかかる消費税 △60 万円 使用しない 使用しない 

概算控除率 使用しない 60％ 80％ 

控除額 △60 万円 △48 万円 △64 万円 

納付する税額 20 万円 32 万円 16 万円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス登録をすると消費税の申告と納付をしなければならないので

すね。インボイス登録の必要性は分かりましたが、どのように判断すれば良

いでしょうか？ 

 

「インボイス登録をした場合の税負担とインボイス登録しない場合の売上

減少リスクを検討する必要があります。」 

インボイス登録は「登録する」「登録しない」の選択ができます。 

ただし、インボイス登録をしない場合にはお客様の消費税負担が増加す

る可能性があり、来店客が減少する可能性もあります。 

一方で、免税事業者の場合はインボイス登録をすると消費税の申告の手間や税負担も増

加する為、慎重に判断をするべきです。下記の判断基準を参考にしてください。 

【インボイス登録の判断基準】 

① 自社が消費税の申告・納付をしているかどうか 

② お客様は、「会社員」が多いか、「主婦や学生」が多いか 

③ 自社の消費税の負担がどのくらい増加するか 

④ 今後、売上増加を目指すかどうか 

① 「自社が消費税の申告・納付をしているかどうか」 

既に自社が消費税申告・納付（課税事業者）をしている場合には、デメリットはほと

んどないのでインボイス登録をしましょう。 

② 「自社のお客様について「会社員」が多いか、「主婦や学生」が多いか」 

お客様が学生・主婦など消費者が多い場合はインボイスの発行も必要なく、インボイ

ス登録の必要もありません。一方で、お客様に会社員が多い場合には、お客様の消費税

負担が増加する可能性が高く、インボイス登録の必要性が高くなります。 

 

【消費税の計算方法】 

〇2 割特例が使えるのなら 2 割特例が簡単で税額も少ない可能性が高い

が、令和 9 年以降は使用できない。（税制改正の可能性あり） 

〇簡易課税は 2 割特例に比べると税額が多くなる。 

 

６．インボイス登録を迷っています。どのように判断すべきですか？ 
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【簡易課税】 

売上などの収入を第１種～第６種という、税法上の区分に分けて、消費税計算をします。 

第１種から第６種までそれぞれ「みなし仕入率」（概算の控除割合です。）というものが設定

されています。 

喫茶店の場合は、テイクアウトは第３種（みなし仕入率７０％）、店内飲食は第４種（み

なし仕入率６０％）に該当します。この率を使って消費税計算を行います。 

売上を店内飲食とテイクアウトに分け、およそ６０～70％を控除し残りの 3０％～40％

にかかる消費税を納税することになります。 

【２割特例】 

２割特例の場合には、一律８０％が控除される制度です。 

簡易課税のように売上について、店内飲食とテイクアウトなどを分ける必要はありませ

ん。テイクアウト、店内飲食のどれであっても一律８０％の控除となります。 

2 割特例の場合には受け取った消費税の２０％を申告・納付するイメージです。 

【簡易課税と２割特例の比較】 

喫茶店は、簡易課税の場合には約６０％の控除、２割特例では８０％の控除となります。

どちらも使える場合には２割特例の方が支払う消費税が少なくなります。 

ただし、前々年の売上が 1000 万円を超える場合には 2 割特例は適用できません。 

 簡易課税 2 割特例 

届出書の提出 必要 不要 

前々年・前々事業年度の売上 ５０００万円以下 1000 万円以下 

第１種（卸売業） ９０％ ８０％ 

第２種（小売業） ８０％ ８０％ 

第３種（飲食業のうちテイクアウトなど） ７０％ ８０％ 

第４種（飲食業のうち店内飲食など） ６０％ ８０％ 

第５種（サービス業など） ５０％ ８０％ 

第６種（不動産業） ４０％ ８０％ 

 

（例）1 年間の売上金額 880 万円（税込）の場合で仕入等が 660 万円（税込）の場合 

（全て消費税率 10％と仮定） 

 本則課税 簡易課税 2 割特例 

売上にかかる消費税 80 万円 80 万円 80 万円 

仕入にかかる消費税 △60 万円 使用しない 使用しない 

概算控除率 使用しない 60％ 80％ 

控除額 △60 万円 △48 万円 △64 万円 

納付する税額 20 万円 32 万円 16 万円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス登録をすると消費税の申告と納付をしなければならないので

すね。インボイス登録の必要性は分かりましたが、どのように判断すれば良

いでしょうか？ 

 

「インボイス登録をした場合の税負担とインボイス登録しない場合の売上

減少リスクを検討する必要があります。」 

インボイス登録は「登録する」「登録しない」の選択ができます。 

ただし、インボイス登録をしない場合にはお客様の消費税負担が増加す

る可能性があり、来店客が減少する可能性もあります。 

一方で、免税事業者の場合はインボイス登録をすると消費税の申告の手間や税負担も増

加する為、慎重に判断をするべきです。下記の判断基準を参考にしてください。 

【インボイス登録の判断基準】 

① 自社が消費税の申告・納付をしているかどうか 

② お客様は、「会社員」が多いか、「主婦や学生」が多いか 

③ 自社の消費税の負担がどのくらい増加するか 

④ 今後、売上増加を目指すかどうか 

① 「自社が消費税の申告・納付をしているかどうか」 

既に自社が消費税申告・納付（課税事業者）をしている場合には、デメリットはほと

んどないのでインボイス登録をしましょう。 

② 「自社のお客様について「会社員」が多いか、「主婦や学生」が多いか」 

お客様が学生・主婦など消費者が多い場合はインボイスの発行も必要なく、インボイ

ス登録の必要もありません。一方で、お客様に会社員が多い場合には、お客様の消費税

負担が増加する可能性が高く、インボイス登録の必要性が高くなります。 

 

【消費税の計算方法】 

〇2 割特例が使えるのなら 2 割特例が簡単で税額も少ない可能性が高い

が、令和 9 年以降は使用できない。（税制改正の可能性あり） 

〇簡易課税は 2 割特例に比べると税額が多くなる。 

 

６．インボイス登録を迷っています。どのように判断すべきですか？ 
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③ 自社の消費税の負担がどのくらい増加するか 

次にインボイス登録をした場合に自社の消費税がどのくらい増加するかを検討しまし

ょう。免税事業者の場合、まずは 2 割特例・簡易課税で計算をすると良いでしょう。 

④ 「今後、売上増加を目指すかどうか」 

インボイス登録をしない場合、新規のお客様が増えにくくなるので、売上の増加を考

えている場合にはインボイス登録をしておいた方が良いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様は大企業の会社員の方が多いので、インボイス登録をしました。 

インボイス登録も終わったので、インボイスの発行をしますが、どのように

記載すればよいですか？ 

 

 

インボイスでは 6 つの項目の記載が必要になっています。 

６つの項目は以下のとおりです。インボイス番号の記載、消費税の税率や消

費税額の記載漏れが多いので注意してください。 

７．インボイスを発行する場合にはどのように作れば良いですか？ 

【インボイス登録の判断基準】 

〇自社が消費税申告をしている場合⇒インボイス登録をする 

〇会社員のお客様が多い⇒インボイス登録を検討 

〇消費税の増加負担額がどのぐらいか 

〇売上拡大を考えている⇒インボイス登録を検討 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領収書をいままで手書きで発行していたのですが、 

インボイスの場合も、手書きで発行しても良いですか？ 

 

「手書きでも大丈夫ですが、インボイスは間違えがないようにしましょう」 

インボイスは基本的に修正ができないので、６つの項目をもれなく、かつ、

間違えがないようにしましょう。 

事前に項目が記載されている用紙を使うか、ゴム印を使うなどミスが起き

ないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

【インボイスに記載が必要な⑥項目】 

① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 取引年月日 

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨） 

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜又は税

込）及び適用税率 

⑤ 消費税額等（端数処理は一請求書当たり、税率ごとに

１回ずつ） 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

出典 国税庁パンフレット 

適格請求書等保存方式の概要 

-インボイス制度の理解のために- 

 
  

 

 

【インボイスの記載例】 

ゴム印などを使って 

間違いがないように！ 
 

８．インボイスは手書きでも良いですか？ 

【インボイスの記載事項】 

〇6 つの記載事項がある 

〇特徴的なのはインボイス番号 

〇消費税の税率や消費税額の記載も忘れずに 

 

12 喫茶飲食店の経営ガイドブックⅦ



 
 

 

③ 自社の消費税の負担がどのくらい増加するか 

次にインボイス登録をした場合に自社の消費税がどのくらい増加するかを検討しまし

ょう。免税事業者の場合、まずは 2 割特例・簡易課税で計算をすると良いでしょう。 

④ 「今後、売上増加を目指すかどうか」 

インボイス登録をしない場合、新規のお客様が増えにくくなるので、売上の増加を考

えている場合にはインボイス登録をしておいた方が良いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様は大企業の会社員の方が多いので、インボイス登録をしました。 

インボイス登録も終わったので、インボイスの発行をしますが、どのように

記載すればよいですか？ 

 

 

インボイスでは 6 つの項目の記載が必要になっています。 

６つの項目は以下のとおりです。インボイス番号の記載、消費税の税率や消

費税額の記載漏れが多いので注意してください。 

７．インボイスを発行する場合にはどのように作れば良いですか？ 

【インボイス登録の判断基準】 

〇自社が消費税申告をしている場合⇒インボイス登録をする 

〇会社員のお客様が多い⇒インボイス登録を検討 

〇消費税の増加負担額がどのぐらいか 

〇売上拡大を考えている⇒インボイス登録を検討 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領収書をいままで手書きで発行していたのですが、 

インボイスの場合も、手書きで発行しても良いですか？ 

 

「手書きでも大丈夫ですが、インボイスは間違えがないようにしましょう」 

インボイスは基本的に修正ができないので、６つの項目をもれなく、かつ、

間違えがないようにしましょう。 

事前に項目が記載されている用紙を使うか、ゴム印を使うなどミスが起き

ないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

【インボイスに記載が必要な⑥項目】 

① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 取引年月日 

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨） 

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜又は税

込）及び適用税率 

⑤ 消費税額等（端数処理は一請求書当たり、税率ごとに

１回ずつ） 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

出典 国税庁パンフレット 

適格請求書等保存方式の概要 

-インボイス制度の理解のために- 

 
  

 

 

【インボイスの記載例】 

ゴム印などを使って 

間違いがないように！ 
 

８．インボイスは手書きでも良いですか？ 

【インボイスの記載事項】 

〇6 つの記載事項がある 

〇特徴的なのはインボイス番号 

〇消費税の税率や消費税額の記載も忘れずに 
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インボイスは、お客様の名前も入れないといけないのですよね？ 

レジで発行したレシートにもお客様の名前を入れないといけませんか？  

  

 

 

「お客様の名称が省略できる簡易インボイスというものがあります」 

簡易インボイスとは、不特定多数の方に商品やサービスの提供を行う事

業者（喫茶店も入ります）が発行できるインボイスで、交付相手の氏名・

名称を記載が省略できます。 

ただし、簡易インボイスで省略できるのは「交付相手の氏名・名称」だ

けですので、それ以外の項目はすべて記載する必要があります。 

簡易インボイスの記載項目は、以下のとおり５つの項目が必要です。 

インボイスには、記載する項目が多いので間違えてしまいそうです。 

そのほか、注意すべき点はありますか？ 

 

【簡易インボイスの記載項目】 

① インボイス発行事業者の氏名又は名称（屋号でも良い）及び登録番号 

② 取引年月日 

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨） 

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜又は税込）及び適用税率 

⑤ 消費税額等（端数処理は一請求書当たり、税率ごとに１回ずつ） 

 

９．簡易インボイスってなに？ 

１０．インボイス発行の際の注意点は？ 

【手書きでもインボイスの発行はできる】 

〇６つの項目をもれなく記載 

〇修正ができないので間違いがないように 

 

 
 

 

 

インボイスの発行に際しては、いくつか注意するべきことがあります。 

【発行義務】 

インボイス登録をした場合は、インボイスの発行を求められた時には発

行をしなければなりません。 

 

【インボイスは訂正できない】 

インボイスは正確なものを発行する必要があります。そのため、間違いがあった場合でも、

二重線で訂正などができません。間違いがあった場合には、原則として修正したインボイス

を再発行することになります。例外的に売上先と連絡を取りインボイスを修正することは

可能です。 

 

【交付したインボイスの保存義務】 

インボイスを交付した場合には、その控えを保存しておかなければいけません。 

 

【不正なインボイスの発行禁止】 

金額など不正なインボイスを発行してはいけません。インボイス登録を行っていないの

に登録番号を記載した領収書も発行してはいけません。これらを作成した場合には、罰則（1

年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金)も設けられているので注意しましょう。 

 

【記載漏れが無いように】 

記載すべき項目が漏れている場合でもお客様の方で修正ができないためインボイスとし

て認められないケースも考えられます。記載漏れが無いよう注意しましょう。特に記載漏れ

が多いものは、登録番号、消費税の税率、消費税額です。 

 

 

【インボイス発行の注意点】 

① インボイス登録をしている場合、インボイスの交付は義務 

② インボイスは修正できず、誤りがあった場合には原則再発行 

③ 交付したインボイスは、その写しを保存しなければならない 

④ 不正なインボイスを発行した等の場合には、罰則(1 年以下の懲役または 50 万円以下

の罰金)がある 

⑤ インボイスは記載漏れが無いように 
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インボイスは、お客様の名前も入れないといけないのですよね？ 

レジで発行したレシートにもお客様の名前を入れないといけませんか？  

  

 

 

「お客様の名称が省略できる簡易インボイスというものがあります」 

簡易インボイスとは、不特定多数の方に商品やサービスの提供を行う事

業者（喫茶店も入ります）が発行できるインボイスで、交付相手の氏名・

名称を記載が省略できます。 

ただし、簡易インボイスで省略できるのは「交付相手の氏名・名称」だ

けですので、それ以外の項目はすべて記載する必要があります。 

簡易インボイスの記載項目は、以下のとおり５つの項目が必要です。 

インボイスには、記載する項目が多いので間違えてしまいそうです。 

そのほか、注意すべき点はありますか？ 

 

【簡易インボイスの記載項目】 

① インボイス発行事業者の氏名又は名称（屋号でも良い）及び登録番号 

② 取引年月日 

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨） 

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜又は税込）及び適用税率 

⑤ 消費税額等（端数処理は一請求書当たり、税率ごとに１回ずつ） 

 

９．簡易インボイスってなに？ 

１０．インボイス発行の際の注意点は？ 

【手書きでもインボイスの発行はできる】 

〇６つの項目をもれなく記載 

〇修正ができないので間違いがないように 

 

 
 

 

 

インボイスの発行に際しては、いくつか注意するべきことがあります。 

【発行義務】 

インボイス登録をした場合は、インボイスの発行を求められた時には発

行をしなければなりません。 

 

【インボイスは訂正できない】 

インボイスは正確なものを発行する必要があります。そのため、間違いがあった場合でも、

二重線で訂正などができません。間違いがあった場合には、原則として修正したインボイス

を再発行することになります。例外的に売上先と連絡を取りインボイスを修正することは

可能です。 

 

【交付したインボイスの保存義務】 

インボイスを交付した場合には、その控えを保存しておかなければいけません。 

 

【不正なインボイスの発行禁止】 

金額など不正なインボイスを発行してはいけません。インボイス登録を行っていないの

に登録番号を記載した領収書も発行してはいけません。これらを作成した場合には、罰則（1

年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金)も設けられているので注意しましょう。 

 

【記載漏れが無いように】 

記載すべき項目が漏れている場合でもお客様の方で修正ができないためインボイスとし

て認められないケースも考えられます。記載漏れが無いよう注意しましょう。特に記載漏れ

が多いものは、登録番号、消費税の税率、消費税額です。 

 

 

【インボイス発行の注意点】 

① インボイス登録をしている場合、インボイスの交付は義務 

② インボイスは修正できず、誤りがあった場合には原則再発行 

③ 交付したインボイスは、その写しを保存しなければならない 

④ 不正なインボイスを発行した等の場合には、罰則(1 年以下の懲役または 50 万円以下

の罰金)がある 

⑤ インボイスは記載漏れが無いように 
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インボイス登録をしない場合には、消費税をもらってはいけないという話を

聞いたのですが、本当ですか？ 

 

 

そんなことはありません。インボイス登録をしない場合でも、領収書・請求

書に消費税を記載して、消費税をもらうことは問題ありません。 

ただし、インボイスと間違えられるような記載をしてはいけません。 

領収書等に「登録番号」という言葉は使用しない方がよいでしょう。 

インボイスでないと会社の経費の落とせないという話を聞いたのですが、本

当ですか？ 

 

 

そんなことはありません。インボイスでなくても、通常は経費になります。 

ただし、会社独自のルールとしてインボイスをもらってくるようにと経理か

ら指示されるケースはあるかもしれません。インボイスの有無と経費になるか

どうかは関係ありません。 

 

10,000 円未満（税込）なら、インボイスを発行しなくて良いという話を

聞きました。1 件当たりの売上がほとんど 10,000 円未満なのでインボイ

スの発行はしなくて良いですか？ 

 

お客様の売上規模によって異なります。お客様の前々事業年度の課税売上

が 1 億円以下の場合、税込 10,000 円未満の取引についてインボイスが

なくても仕入税額控除ができます。（少額特例）しかし、お客様の前々事業

年度の課税売上が 1 億円を超える場合には 10,000 円以下でもインボイ

スが必要になります。 

１１．インボイスの登録をしない場合でも消費税はもらっても良いですか？ 

１２．インボイスでないと経費に落とせませんか？ 

１3．10,000 円未満（税込）はインボイスの発行はしなくて良いですか？ 

 
 

 

電子帳簿保存法についても教えてもらえますか？ 

ニュースなどでよく電子帳簿保存法対応などの話を聞きますが、電子帳

簿保存法とは何のことですか？ 

自分にはあまり関係がない制度ではないでしょうか？ 

 

「電子帳簿保存法とは、帳簿（総勘定元帳など）や書類（領収書など）

をデータで保存する際に従う法律になります。」 

この電子帳簿保存法は、以下の３つの規定からできています。 

① 会計ソフト等を使い作成した会計帳簿等をデータで保存する（電子帳

簿・電子書類） 

② 書面で受け取った領収書等をスキャナで読み取りデータで保存する（スキャナ保存） 

③ 電子取引についてデータ保存を行う（電子取引データの保存） 

この中の③の電子取引データの保存は、多くの方が対応しなければならない義務の規定

となっています。 

電子取引データの保存というものが義務のため、話題になっているので

すね。 

どのようなものが電子取引になって、どの様に対応しなければならない

のですか？ 

 

電子取引データとは領収書や請求書を電子データで受け取ったり、電子

データで発行したりすることをいいます。 

この「電子取引データの保存」に対応をしなければなりません。 

電子取引とは次のことをいいます。 

 

― 電子帳簿保存法 ― 

1．電子帳簿保存法って何？ 

2．電子取引とは何を言っているの？ 
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インボイス登録をしない場合には、消費税をもらってはいけないという話を

聞いたのですが、本当ですか？ 

 

 

そんなことはありません。インボイス登録をしない場合でも、領収書・請求

書に消費税を記載して、消費税をもらうことは問題ありません。 

ただし、インボイスと間違えられるような記載をしてはいけません。 

領収書等に「登録番号」という言葉は使用しない方がよいでしょう。 

インボイスでないと会社の経費の落とせないという話を聞いたのですが、本

当ですか？ 

 

 

そんなことはありません。インボイスでなくても、通常は経費になります。 

ただし、会社独自のルールとしてインボイスをもらってくるようにと経理か

ら指示されるケースはあるかもしれません。インボイスの有無と経費になるか

どうかは関係ありません。 

 

10,000 円未満（税込）なら、インボイスを発行しなくて良いという話を

聞きました。1 件当たりの売上がほとんど 10,000 円未満なのでインボイ

スの発行はしなくて良いですか？ 

 

お客様の売上規模によって異なります。お客様の前々事業年度の課税売上

が 1 億円以下の場合、税込 10,000 円未満の取引についてインボイスが

なくても仕入税額控除ができます。（少額特例）しかし、お客様の前々事業

年度の課税売上が 1 億円を超える場合には 10,000 円以下でもインボイ

スが必要になります。 

１１．インボイスの登録をしない場合でも消費税はもらっても良いですか？ 

１２．インボイスでないと経費に落とせませんか？ 

１3．10,000 円未満（税込）はインボイスの発行はしなくて良いですか？ 

 
 

 

電子帳簿保存法についても教えてもらえますか？ 

ニュースなどでよく電子帳簿保存法対応などの話を聞きますが、電子帳

簿保存法とは何のことですか？ 

自分にはあまり関係がない制度ではないでしょうか？ 

 

「電子帳簿保存法とは、帳簿（総勘定元帳など）や書類（領収書など）

をデータで保存する際に従う法律になります。」 

この電子帳簿保存法は、以下の３つの規定からできています。 

① 会計ソフト等を使い作成した会計帳簿等をデータで保存する（電子帳

簿・電子書類） 

② 書面で受け取った領収書等をスキャナで読み取りデータで保存する（スキャナ保存） 

③ 電子取引についてデータ保存を行う（電子取引データの保存） 

この中の③の電子取引データの保存は、多くの方が対応しなければならない義務の規定

となっています。 

電子取引データの保存というものが義務のため、話題になっているので

すね。 

どのようなものが電子取引になって、どの様に対応しなければならない

のですか？ 

 

電子取引データとは領収書や請求書を電子データで受け取ったり、電子

データで発行したりすることをいいます。 

この「電子取引データの保存」に対応をしなければなりません。 

電子取引とは次のことをいいます。 

 

― 電子帳簿保存法 ― 

1．電子帳簿保存法って何？ 

2．電子取引とは何を言っているの？ 
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【電子取引】 

① EDI 取引（請求書・注文書等の電子取引、インターネットバンキングなど） 

② 電子メールにより領収書等を PDF ファイル等で送受信する取引 

③ ウェブサイトからダウンロードした請求書や領収書等のデータ（PDF ファイル等）

を発行又は受け取る取引 

④ 電子請求書や電子領収書の発行・受け取りにクラウドサービスを利用した取引 

⑤ ペーパーレス FAX により PDF ファイル等で領収書等を受け取る取引 

⑥ 請求書や領収書等のデータを DVD 等で渡す又は受け取る取引 

などで、これらのうち、インターネットバンキングやウェブサイトで領収書等が表示され

る取引は非常に多くの方が利用していると思います。 

この電子取引データについて紙面ではなくデータでの保存が必要になりました。 

 

私はインターネットバンキングを使って支払いをしています。 

また、インターネットで買い物をしたときに画面に領収書が表示される

ものもあります。これらが電子取引になるのですね。 

紙で受け取った領収書などの場合と電子取引の場合、それぞれどのよう

に保存すれば良いのでしょうか？ 

 

「基本的な考え方は、紙で受け取ったものは紙で保存する。電子データで受

け取ったものは電子データで保存する」ということです。 

紙の領収書はそのまま紙で保存すれば結構です。一方で電子取引データ

については、データを印刷して保存するだけでは保存義務を満たしません。

パソコンやスマホの画面に表示されたインターネットバンキングの振込票

や領収書などを「PDF」や「JPEG」など、データとして保存する必要があります。 

 

 

【紙の書類と電子データの保存イメージ】 

 

 

 

 

 

紙で受け取ったもの

は紙で保存 

3．電子取引データは保存すれば良いの？ 

電子取引データの保存に関して、要件があり、「原則」「特例」「猶予規定」

の 3 つのパターンがあります。自社の状況に応じて対応を検討しましょう。 

電子取引データについて、データで保存する事が必要なのはわかりました。

データの保存をすれば良いのですね。 

例えば、ネットで購入した際の領収書について PDF で保存しておけば

良いですか？ 

「電子取引データの保存について、いくつかの要件に従う事が必要です。」 

電子取引データの保存で厄介なのは、データで保管しただけはダメなこ

とです。 

まずは、原則的な方法です。原則的な方法では電子取引データの保存につ

いての 4 つの要件があります。 

領収書・請求書等のデータ 

データで受け取った

ものはデータで保存 

4．電子データは保存をするだけで良いの？ 原則 

【原則】・・・パソコン等の知識があり対応可能の場合（P19～P22） 

【特例】・・・売上が 5000 万円以下の事業者で簡便的な対応ができる場合 

(P22～P23と事務処理規定)  

【猶予規定】・・・人手不足などでどうしても対応できない場合(P23～P24) 
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【電子取引】 

① EDI 取引（請求書・注文書等の電子取引、インターネットバンキングなど） 

② 電子メールにより領収書等を PDF ファイル等で送受信する取引 

③ ウェブサイトからダウンロードした請求書や領収書等のデータ（PDF ファイル等）

を発行又は受け取る取引 

④ 電子請求書や電子領収書の発行・受け取りにクラウドサービスを利用した取引 

⑤ ペーパーレス FAX により PDF ファイル等で領収書等を受け取る取引 

⑥ 請求書や領収書等のデータを DVD 等で渡す又は受け取る取引 

などで、これらのうち、インターネットバンキングやウェブサイトで領収書等が表示され

る取引は非常に多くの方が利用していると思います。 

この電子取引データについて紙面ではなくデータでの保存が必要になりました。 

 

私はインターネットバンキングを使って支払いをしています。 

また、インターネットで買い物をしたときに画面に領収書が表示される

ものもあります。これらが電子取引になるのですね。 

紙で受け取った領収書などの場合と電子取引の場合、それぞれどのよう

に保存すれば良いのでしょうか？ 

 

「基本的な考え方は、紙で受け取ったものは紙で保存する。電子データで受

け取ったものは電子データで保存する」ということです。 

紙の領収書はそのまま紙で保存すれば結構です。一方で電子取引データ

については、データを印刷して保存するだけでは保存義務を満たしません。

パソコンやスマホの画面に表示されたインターネットバンキングの振込票

や領収書などを「PDF」や「JPEG」など、データとして保存する必要があります。 

 

 

【紙の書類と電子データの保存イメージ】 

 

 

 

 

 

紙で受け取ったもの

は紙で保存 

3．電子取引データは保存すれば良いの？ 

電子取引データの保存に関して、要件があり、「原則」「特例」「猶予規定」

の 3 つのパターンがあります。自社の状況に応じて対応を検討しましょう。 

電子取引データについて、データで保存する事が必要なのはわかりました。

データの保存をすれば良いのですね。 

例えば、ネットで購入した際の領収書について PDF で保存しておけば

良いですか？ 

「電子取引データの保存について、いくつかの要件に従う事が必要です。」 

電子取引データの保存で厄介なのは、データで保管しただけはダメなこ

とです。 

まずは、原則的な方法です。原則的な方法では電子取引データの保存につ

いての 4 つの要件があります。 

領収書・請求書等のデータ 

データで受け取った

ものはデータで保存 

4．電子データは保存をするだけで良いの？ 原則 

【原則】・・・パソコン等の知識があり対応可能の場合（P19～P22） 

【特例】・・・売上が 5000 万円以下の事業者で簡便的な対応ができる場合 

(P22～P23と事務処理規定)  

【猶予規定】・・・人手不足などでどうしても対応できない場合(P23～P24) 
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【電子取引データの保存の 4 要件】（原則的方法） 

① 電子取引については電子データで保存すること（保存要件）

② パソコン・ディスプレイ・プリンタ等を備え付けること（見読要件）

③ 電子取引データが改ざんされないような措置を行うこと（改ざん防止要件）

④ 電子取引データが検索できるような形で保存をすること（検索機能の確保）

つまり、電子取引をした場合には、電子取引データについて保存（①）を行い、確認がで

きるようパソコン・プリンタ等を備え付け（②）て、電子取引データが改ざんされないよう

に（③）し、電子取引データを検索できるように（④）していることが必要です。 

このうち、①と②はパソコンに保存する事で対応可能だと思いますが、③「改ざん防止要

件」と④「検索機能の確保」への対応が複雑です。ただし、④「検索機能の確保」に関して

は前々年の売上が 5000 万円以下の場合には他の要件を満たせば必要ありません。 

いろいろとやらなければならないことがありますね。 

改ざん防止とはなんですか？具体的にどのようにすれば良いのでし

ょうか？ 

電子取引データは、紙に比べ、改ざんがあっても判別がしにくいことから、

改ざんされないよう防止する仕組みを自社で導入することが必要です。これ

を「改ざん防止要件」といいます。 

この要件を満たすには 4 つの方法のいずれかが必要です。 

【改ざん防止要件を満たす 4 つの方法】 

① 電子取引データについてタイムスタンプが付された後に授受する

② 電子取引データの授受後、その電子取引データについてタイムスタンプをつける

③ 電子取引データの訂正削除を行った場合に、その記録が残るシステム又は訂正削

除ができないシステムを利用

④ 電子取引データの訂正削除の防止に関する「事務処理規程」を備え付ける

上記のうち、①～③はタイムスタンプの導入や訂正削除ができないシステムを導入する

などシステム的な対応が必要となります。一方でコストがかからない方法として、「④事務

処理規定を備え付け、この事務処理規定に従って電子取引データの取り扱いを行う」ことで

も、改ざん防止の要件を満たします。 

5．改ざん防止要件ってなんですか？ 原則 

【事務処理規定とは？】 

事務処理規定とは、電子取引データの訂正や削除に関しての社内における取り決めのこ

とをいいます。この事務処理規定のサンプルが国税庁ウェブサイトにおいて公開されてい

ます。以下は、個人事業主の場合のサンプルとなります。 

国税庁のウェブサイトよりダウンロードし、修正が必要な個所を自社に合わせて修正し

てご使用いただければと思います。 

【個人事業者の例】 

※国税庁ウェブサイト 参考資料（各種規程等のサンプル）より

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程 

  この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関す

る法律第７条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を適正に履行

するために必要な事項を定め、これに基づき保存することとする。 

（訂正削除の原則禁止） 

保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。 

（訂正削除を行う場合） 

 業務処理上やむを得ない理由（正当な理由がある場合に限る。）によって保存する取引関係

情報を訂正又は削除する場合は、「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、事

後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、当該取引関係情報の保存期間

に合わせて保存することをもって当該取引情報の訂正及び削除を行う。 

一 申請日 

二 取引伝票番号 

三 取引件名 

四 取引先名 

五 訂正・削除日付 

六 訂正・削除内容 

七 訂正・削除理由 

八 処理担当者名 

この規程は、令和○年○月○日から施行する。 
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【電子取引データの保存の 4 要件】（原則的方法） 

① 電子取引については電子データで保存すること（保存要件）

② パソコン・ディスプレイ・プリンタ等を備え付けること（見読要件）

③ 電子取引データが改ざんされないような措置を行うこと（改ざん防止要件）

④ 電子取引データが検索できるような形で保存をすること（検索機能の確保）

つまり、電子取引をした場合には、電子取引データについて保存（①）を行い、確認がで

きるようパソコン・プリンタ等を備え付け（②）て、電子取引データが改ざんされないよう

に（③）し、電子取引データを検索できるように（④）していることが必要です。 

このうち、①と②はパソコンに保存する事で対応可能だと思いますが、③「改ざん防止要

件」と④「検索機能の確保」への対応が複雑です。ただし、④「検索機能の確保」に関して

は前々年の売上が 5000 万円以下の場合には他の要件を満たせば必要ありません。 

いろいろとやらなければならないことがありますね。 

改ざん防止とはなんですか？具体的にどのようにすれば良いのでし

ょうか？ 

電子取引データは、紙に比べ、改ざんがあっても判別がしにくいことから、

改ざんされないよう防止する仕組みを自社で導入することが必要です。これ

を「改ざん防止要件」といいます。 

この要件を満たすには 4 つの方法のいずれかが必要です。 

【改ざん防止要件を満たす 4 つの方法】 

① 電子取引データについてタイムスタンプが付された後に授受する

② 電子取引データの授受後、その電子取引データについてタイムスタンプをつける

③ 電子取引データの訂正削除を行った場合に、その記録が残るシステム又は訂正削

除ができないシステムを利用

④ 電子取引データの訂正削除の防止に関する「事務処理規程」を備え付ける

上記のうち、①～③はタイムスタンプの導入や訂正削除ができないシステムを導入する

などシステム的な対応が必要となります。一方でコストがかからない方法として、「④事務

処理規定を備え付け、この事務処理規定に従って電子取引データの取り扱いを行う」ことで

も、改ざん防止の要件を満たします。 

5．改ざん防止要件ってなんですか？ 原則 

【事務処理規定とは？】 

事務処理規定とは、電子取引データの訂正や削除に関しての社内における取り決めのこ

とをいいます。この事務処理規定のサンプルが国税庁ウェブサイトにおいて公開されてい

ます。以下は、個人事業主の場合のサンプルとなります。 

国税庁のウェブサイトよりダウンロードし、修正が必要な個所を自社に合わせて修正し

てご使用いただければと思います。 

【個人事業者の例】 

※国税庁ウェブサイト 参考資料（各種規程等のサンプル）より

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程 

  この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関す

る法律第７条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を適正に履行

するために必要な事項を定め、これに基づき保存することとする。 

（訂正削除の原則禁止） 

保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。 

（訂正削除を行う場合） 

 業務処理上やむを得ない理由（正当な理由がある場合に限る。）によって保存する取引関係

情報を訂正又は削除する場合は、「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、事

後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、当該取引関係情報の保存期間

に合わせて保存することをもって当該取引情報の訂正及び削除を行う。 

一 申請日 

二 取引伝票番号 

三 取引件名 

四 取引先名 

五 訂正・削除日付 

六 訂正・削除内容 

七 訂正・削除理由 

八 処理担当者名 

この規程は、令和○年○月○日から施行する。 
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電子取引データの保存について、検索機能の確保は、具体的にはどうすれ

ば良いのでしょうか？ 

こちらも大変そうですね。 

「電子取引データの保存において、一番厄介なのがこの検索機能の確保に

なります。」 

 この検索機能の確保は、簡単にいえば保存した電子取引データについて、

検索ができるようにしておいてくださいということです。 

国税庁では、以下のように 2 つの例が示されています。 

※国税庁パンフレットより転載

国税庁の紹介する方法は、数が少ない場合には良いですが、電子取引の

数が多くなってくると対応が難しくなってくると思います。 

この検索機能の確保については前々年（前々事業年度）の売上高が 5000

万円以下の場合には、対応しなくても良い特例があります。次は、特例を

紹介します。 

電子取引データの保存について、検索機能の確保など、難しそうで対応

ができそうにありません。 

ほかになにか方法はありませんか？ 

7．もう少し簡単な方法はありませんか？ 特例 

6．検索機能の確保ってなんですか？ 原則 電子帳簿保存法について原則的な方法を説明してきましたが、前々年

（前々事業年度）の売上が 5000 万円以下の場合には「特例」があります。 

この特例は下記の 4 つを満たすことで可能です。 

この特例は、電子取引のデータを保存しパソコン等を備え付けて、事務処

理規定を作成して運用するだけなので、比較的運用がしやすい規定となっ

ています。ただし、税務調査等の際にはデータのダウンロードが必要にな

ります。 

簡単な方法も教えてもらったのですが、人手不足で対応できそうにあ

りません。 

特例にも対応できない場合にはどうなるのですか？ 

「税務署長がやむを得ないと認めた場合」という猶予措置があります。」 

どうしても対応できない場合には、税務調査の際に、人手不足であること

やシステムの整備が間に合わないなど、対応できない理由を説明しましょう。

ただし、この場合でも最低限やらなければならないことがあります。 

8．人手不足等で対応できない場合、最低限なにをすればよいの？ 

（1） 電子取引データをデータで保存する。

（2） 保存したデータを見ることができるようにパソコン等やプリンタを備え付ける。

（3） 事務処理規定を備え付けて運用する。

（4） 税務調査があった場合には、電子取引データについて税務職員のダウンロードの求め

に応じる 

猶予措置 

【前々年の売上高が 5000 万円以下の場合データ保存の方法】 

22 喫茶飲食店の経営ガイドブックⅦ



電子取引データの保存について、検索機能の確保は、具体的にはどうすれ

ば良いのでしょうか？ 

こちらも大変そうですね。 

「電子取引データの保存において、一番厄介なのがこの検索機能の確保に

なります。」 

 この検索機能の確保は、簡単にいえば保存した電子取引データについて、

検索ができるようにしておいてくださいということです。 

国税庁では、以下のように 2 つの例が示されています。 

※国税庁パンフレットより転載

国税庁の紹介する方法は、数が少ない場合には良いですが、電子取引の

数が多くなってくると対応が難しくなってくると思います。 

この検索機能の確保については前々年（前々事業年度）の売上高が 5000

万円以下の場合には、対応しなくても良い特例があります。次は、特例を

紹介します。 

電子取引データの保存について、検索機能の確保など、難しそうで対応

ができそうにありません。 

ほかになにか方法はありませんか？ 

7．もう少し簡単な方法はありませんか？ 特例 

6．検索機能の確保ってなんですか？ 原則 電子帳簿保存法について原則的な方法を説明してきましたが、前々年

（前々事業年度）の売上が 5000 万円以下の場合には「特例」があります。 

この特例は下記の 4 つを満たすことで可能です。 

この特例は、電子取引のデータを保存しパソコン等を備え付けて、事務処

理規定を作成して運用するだけなので、比較的運用がしやすい規定となっ

ています。ただし、税務調査等の際にはデータのダウンロードが必要にな

ります。 

簡単な方法も教えてもらったのですが、人手不足で対応できそうにあ

りません。 

特例にも対応できない場合にはどうなるのですか？ 

「税務署長がやむを得ないと認めた場合」という猶予措置があります。」 

どうしても対応できない場合には、税務調査の際に、人手不足であること

やシステムの整備が間に合わないなど、対応できない理由を説明しましょう。

ただし、この場合でも最低限やらなければならないことがあります。 

8．人手不足等で対応できない場合、最低限なにをすればよいの？ 

（1） 電子取引データをデータで保存する。

（2） 保存したデータを見ることができるようにパソコン等やプリンタを備え付ける。

（3） 事務処理規定を備え付けて運用する。

（4） 税務調査があった場合には、電子取引データについて税務職員のダウンロードの求め

に応じる 

猶予措置 

【前々年の売上高が 5000 万円以下の場合データ保存の方法】 
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最低限しなければならないことは、「電子取引についてデータでの保存を

し、税務調査の際には、書面およびダウンロードの提示」が必要になります。

また、この規定は「税務署長が認めた場合」のみの猶予措置ですから、対応が

できるようになったら（Ｐ22～P23）の特例の要件を満たすようにしましょう。  

電子取引データの保存は、何も行わない場合には帳簿書類の保存義務を

満たさないこととなり、青色申告の取り消し等も考えられますから注意をしましょう。 

最後に電子取引データの保存期間ですが、紙面の書類と同様です。 

法人と個人、青色申告の有無、赤字の有無によって異なります。 

下記の表のとおり年数が長いので、この間、電子取引データが消えない

よう注意しましょう。 

法人 
（右記以外） 

法人 

（青色申告 
で赤字） 

個人 
（青色申告） 

個人 
（白色申告） 

領収書・棚卸表
など 

７年 １０年 ７年 ５年 

請求書・契約書
など 

７年 １０年 ５年 ５年 

総勘定元帳など ７年 １０年 ７年 ７年 

（1）電子取引データをデータで保存する。

（2）電子取引データについて印刷しその書面を保存、調査の際には提示

（3）税務調査があった場合に、電子取引データのダウンロードの求めに応じる

【電子帳簿保存法の電子取引データについての最低限必要なこと】 

９．電子取引データの保存期間は？ 

【最後に】 

この冊子は、インボイス制度・電子帳簿保存法を分かりやすくするために、省略・簡略

化している法令等もございます。また、執筆時の法令に準拠していますが、税制改正

等の影響により不正確な情報となる場合があることをご承知おきください。 

この冊子を参考に、二つの制度をご理解いただき、 

喫茶飲食店の方々の今後の発展につながる一助になれば幸いです。 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

税理士法人 林総合事務所 税理士・中小企業診断士 根津信之 
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食物アレルギー対策食物アレルギー対策食物アレルギー対策
に取り組みましょう

　食物アレルギーのあるお客様が飲食店を安心して利用できるよう、
飲食店における食物アレルギー対策への取組が求められています。
　食物アレルギーのあるお客様が飲食店を安心して利用できるよう、
飲食店における食物アレルギー対策への取組が求められています。

飲食店の皆さま

くるみ

このメニューには、選択された食材を使用していません。
This menu item does not contain any of the ingredients you have indicated.

このメニューには、選択された食材を使用しています。
This menu item contains ingredients you have indicated.

このメニューには、選択された食材が混入することがあります。
This menu item may sometimes contain ingredients you have indicated.

このメニューは、選択された食材を除去して提供することができます。
This menu item can be prepared by omitting the ingredients you have indicated.

残念ながら当店では、選択された食材を除いた食事の提供はできません。
We are sorry, but we are unable to offer meals that do not contain the ingredients you have indicated.

Please check  the foods you are allergic to.
食べられないものにしるしをつけてください。

Please use this sheet if you have any food allergies.
食物アレルギーをお持ちの方は、このシートをご利用ください。

Please use this sheet if you have any food allergies.
食物アレルギーをお持ちの方は、このシートをご利用ください。

東京都 保健医療局 健康安全部 食品監視課
（6）60

乳
milk

卵（鶏卵）
egg (chicken egg)

落花生（ピーナッツ）
peanut

そば
buckwheat

小麦
wheat

くるみ
walnut

エビ
shrimp/prawn

カニ
crab

あわび
abalone

さば
mackerel

さけ
salmon

魚介類
seafood

牛肉
beef

豚肉
pork

鶏肉
chicken

肉類
meats

ごま
sesame

オレンジ
orange

キウイフルーツ
kiwi fruit

バナナ
banana

もも
peach

りんご
apple

ゼラチン
gelatin

やまいも
yamaimo yam

大豆
soybean

アーモンド
almond

マカダミアナッツ
macadamia nut

カシューナッツ
cashew nut

いか
squid/cuttlefish

いくら
salmon roe
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食物アレルギー対策食物アレルギー対策食物アレルギー対策
に取り組みましょう

　食物アレルギーのあるお客様が飲食店を安心して利用できるよう、
飲食店における食物アレルギー対策への取組が求められています。
　食物アレルギーのあるお客様が飲食店を安心して利用できるよう、
飲食店における食物アレルギー対策への取組が求められています。

飲食店の皆さま

くるみ

このメニューには、選択された食材を使用していません。
This menu item does not contain any of the ingredients you have indicated.

このメニューには、選択された食材を使用しています。
This menu item contains ingredients you have indicated.

このメニューには、選択された食材が混入することがあります。
This menu item may sometimes contain ingredients you have indicated.

このメニューは、選択された食材を除去して提供することができます。
This menu item can be prepared by omitting the ingredients you have indicated.

残念ながら当店では、選択された食材を除いた食事の提供はできません。
We are sorry, but we are unable to offer meals that do not contain the ingredients you have indicated.

Please check  the foods you are allergic to.
食べられないものにしるしをつけてください。

Please use this sheet if you have any food allergies.
食物アレルギーをお持ちの方は、このシートをご利用ください。

Please use this sheet if you have any food allergies.
食物アレルギーをお持ちの方は、このシートをご利用ください。

東京都 保健医療局 健康安全部 食品監視課
（6）60

乳
milk

卵（鶏卵）
egg (chicken egg)

落花生（ピーナッツ）
peanut

そば
buckwheat

小麦
wheat

くるみ
walnut

エビ
shrimp/prawn

カニ
crab

あわび
abalone

さば
mackerel

さけ
salmon

魚介類
seafood

牛肉
beef

豚肉
pork

鶏肉
chicken

肉類
meats

ごま
sesame

オレンジ
orange

キウイフルーツ
kiwi fruit

バナナ
banana

もも
peach

りんご
apple

ゼラチン
gelatin

やまいも
yamaimo yam

大豆
soybean

アーモンド
almond

マカダミアナッツ
macadamia nut

カシューナッツ
cashew nut

いか
squid/cuttlefish

いくら
salmon roe
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このメニューには、選択された食材を使用していません。

このメニューには、選択された食材を使用しています。

このメニューには、選択された食材が混入することがあります。

このメニューは、選択された食材を除去して提供することができます。

残念ながら当店では、選択された食材を除いた食事の提供はできません。

食べられないものにしるしをつけてください。

食物アレルギーをお持ちの方は、このシートをご利用ください。食物アレルギーをお持ちの方は、このシートをご利用ください。

乳卵（鶏卵） 落花生（ピーナッツ） そば小麦 くるみ

やまいも

オレンジ キウイフルーツ バナナ もも りんごゼラチン

大豆 ごま カシューナッツアーモンド

エビ カニ

いかあわび

さばさけ

いくら

魚介類

牛肉

豚肉 鶏肉

肉類

Please use this sheet if you have any food allergies.Please use this sheet if you have any food allergies.

Please check  the foods you are allergic to.

We are sorry, but we are unable to offer meals that do not contain the ingredients you have indicated.

This menu item can be prepared by omitting the ingredients you have indicated.

This menu item may sometimes contain ingredients you have indicated.

This menu item contains ingredients you have indicated.

This menu item does not contain any of the ingredients you have indicated.

beef

pork chicken

meats seafood

squid/cuttlefishabalone

mackerelsalmon

salmon roe

wheatcrabshrimp/prawn peanutegg (chicken egg) milk buckwheat walnut

almond cashew nutsesamesoybean

orange kiwi fruit banana peach apple

yamaimo yam

gelatin

マカダミアナッツ
macadamia nut

健
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このメニューには、選択された食材を使用していません。

このメニューには、選択された食材を使用しています。

このメニューには、選択された食材が混入することがあります。

このメニューは、選択された食材を除去して提供することができます。

残念ながら当店では、選択された食材を除いた食事の提供はできません。

食べられないものにしるしをつけてください。

食物アレルギーをお持ちの方は、このシートをご利用ください。食物アレルギーをお持ちの方は、このシートをご利用ください。

乳卵（鶏卵） 落花生（ピーナッツ） そば小麦 くるみ

やまいも

オレンジ キウイフルーツ バナナ もも りんごゼラチン

大豆 ごま カシューナッツアーモンド

エビ カニ

いかあわび

さばさけ

いくら

魚介類

牛肉

豚肉 鶏肉

肉類

Please use this sheet if you have any food allergies.Please use this sheet if you have any food allergies.

Please check  the foods you are allergic to.

We are sorry, but we are unable to offer meals that do not contain the ingredients you have indicated.

This menu item can be prepared by omitting the ingredients you have indicated.

This menu item may sometimes contain ingredients you have indicated.

This menu item contains ingredients you have indicated.

This menu item does not contain any of the ingredients you have indicated.

beef

pork chicken

meats seafood

squid/cuttlefishabalone

mackerelsalmon

salmon roe

wheatcrabshrimp/prawn peanutegg (chicken egg) milk buckwheat walnut

almond cashew nutsesamesoybean

orange kiwi fruit banana peach apple

yamaimo yam

gelatin

マカダミアナッツ
macadamia nut

健
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